
　国営八郎潟干拓事業が完成し、現在の八郎湖
が誕生したのは1977年。以後、富栄養化が進
みアオコが大量に発生するなど、水質環境基準
が達成されない状況が継続していることから、
県は2008年３月に「八郎湖に係る湖沼水質保
全計画」（第１期）を策定。「恵みや潤いのある“わ
がみずうみ”」の長期ビジョンを掲げ総合的な水
質保全対策を継続しており、25年度末には第４
期計画を策定した。
　第４期計画では、生活排水などの発生源対策
やアオコ対策、湖内浄化対策を継続するととも
に、特に農地からの排水負荷削減に効果的な水
質保全型農業などの拡充を図る。
　また、面発生源負荷の割合が約９割と大きい
八郎湖では、対策の効果把握に時間を要するた
め、計画期間を10年に延長し、中長期的に効果

を把握するとともに、生態系の多様性や健全性
を含めて対策・評価を行うこととした。
　特に建設分野に関連する対策の１つが下水道
などの整備と接続率の向上。生活排水の適正処
理を図るため、下水道への接続や合併処理浄化
槽の設置などを促進する。
　また、中央干拓地では、東北農政局が「国営
かんがい排水事業八郎潟地区」を実施。干拓事
業の際に整備した排水路・用水路の改修を展開
していることから、同事業との連携をより緊密に
して、農地排水負荷削減対策を推進する。
　ほかに、流入河川の環境整備や河川清掃、湖
底耕うんなどによる底質の改善など、多様な取り
組みを進め、50年度をメドに長期ビジョンの達
成を目指す。

～恵みや潤いのある“わがみずうみ”を目指して～
八郎湖に係る湖沼水質保全計画（第4期）策定

　この度、当県において湖沼水質保
全特別措置法に基づき、2025年度

から34年度までを計画期間とする「八郎湖に係る湖
沼水質保全計画（第４期）」を策定しました。
　これまで県では、各期に策定された湖沼水質保全
計画を基に、西部承水路の流動化や、流域水田農
地における水質保全型農業の普及支援による汚濁
負荷の軽減など、八郎湖の水質保全対策を推進して
きたところです。
　策定した第４期湖沼水質保全計画では、八郎湖の
水質保全と併せ、生態系保全、魅力向上、情報発信
などにも取り組み、関係機関や団体などと連携を図
りながら、八郎湖の長期ビジョンである「恵みや潤
いのある“わがみずうみ”」の実現を目指しますので、
今後の水質保全対策に対してご理解とご協力をお
願いいたします。
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